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１ 目的 

鳥取市において、国のＧＩＧＡスクール構想に則り、多様な子どもたちを誰ひとり取り

残すことなく子どもたち一人一人に公正に個別最適化され、資質・能力を一層確実に育成

できる教育ＩＣＴ環境の整備と運用に関する支援を教育委員会及び学校に対し行うこと

を目的とする。詳細は、鳥取市ＧＩＧＡスクール運営支援センター運用業務仕様書による。

２ 業務概要 

（１）業務名

   鳥取市ＧＩＧＡスクール運営支援センター運用業務

（２）契約期間

   令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

（３）業務内容

   別紙「鳥取市ＧＩＧＡスクール運営支援センター運用業務仕様書」（以下「仕様書」

という。）のとおり

（４）提案限度額

   提案限度額は、金１６，４７３，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）とし、

この金額を超えて提案してはならない。

（５）再委託の禁止

   事業の全部又は一部を第三者に委託して実施することはできない。ただし、あらかじ

め本市の承諾を得た場合は、事業の一部を委託することができる。

（６）法令等の遵守

   事業を遂行するに当たり、関係法令を遵守すること。

３ 参加資格 

   本プロポーザルに参加できる者は、本事業を効果的に実施することができる法人で、

本プロポーザルの公告の日から６の（１）の企画提案書等の提出期限の日までの間のい

ずれの日においても、次のすべての要件を満たしている者とする。

（１）法人格を有している者であること。

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者で

ないこと。

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立てが行わ

れた者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申

立てが行われた者でないこと。

（４）国税及び地方税を滞納している者でないこと。

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３条又

は第４条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を役員、代



理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用している者でないこと。

（６）鳥取市入札参加資格者指名停止措置要綱（平成２５年４月１日制定）に基づく指名停

止の措置（同要綱附則第４項の規定による指名停止措置を含む。）を受けている者で

ないこと。

４ スケジュール 

項目 予定日程

１ 募集開始（公告） 令和８年１月２２日（木）

２ 質問票提出期限
令和８年１月２７日（火）

午後５時必着

３ 質問票に対する回答期限 令和８年１月２９日（木）

４ 参加意向表明書提出期限
令和８年２月２日（月）

午後５時必着

５ 企画提案書等提出期限
令和８年２月５日（木）

午後５時必着

６ 審査（プレゼンテーション） 令和８年２月１０日（火）

７ 審査結果通知 令和８年２月１８日（水）予定

８ 選定結果公表 令和８年２月１８日（水）予定

９ 業務委託契約締結 令和８年４月１日（水）予定

５ 参加手続等 

（１）実施要項の配布期間等

ア 配布期間及び時間

    令和８年１月２２日（木）から同年２月２日（月）までの日（鳥取市の休日を定め

る条例（平成元年鳥取市条例第２号）に規定する鳥取市の休日（以下「休日」という。）

を除く。）の午前９時から午後５時まで

イ 配布場所

    １２の担当部署 

※鳥取市公式ウェブサイトからもダウンロード可能

鳥取市公式ウェブサイト URL：https://www.city.tottori.lg.jp/



（２）質問書の提出

   本プロポーザルの実施内容に質問がある場合は、次のとおり質問書（様式第１号）に

より質問を行うものとし、電話及び口頭による質問には応じないものとする。

ア 受付期間及び時間

    令和８年１月２２日（木）から同年１月２７日（火）までの日（休日を除く。）の

午前９時から午後５時まで

  イ 提出方法

質問書に質問事項を記入し、電子メールにより１２の担当部署に提出すること。

    なお、メールの件名は「鳥取市ＧＩＧＡスクール運営支援センター業務に関する質

問（法人名）」とすること。

    また、送受信エラー等により質問を受理できないことがあるため、メール送信後に

必ず１２の担当部署に電話し、送信した旨を連絡すること。

ウ 回答方法

    令和８年１月２９日（木）午後５時までに本市公式ウェブサイトに掲載する。なお、

電話及び口頭による個別の対応は行わない。

  エ その他

応募状況や他の応募者に関する情報等については回答しない。

（３）参加意向表明書の提出

ア 受付期間及び時間

    令和８年１月２２日（木）から同年２月２日（月）までの日（休日を除く。）の午

前９時から午後５時まで

イ 提出方法

   １２の担当部署に電子メールアドレスに、公募型プロポーザル参加意向表明書（様

式第２号）を添付し送信すること。

    なお、メールの件名は「鳥取市ＧＩＧＡスクール運営支援センター業務参加意向表

明（法人名）」とすること。

    また、送受信エラー等により質問を受理できないことがあるため、メール送信後に

必ず１２の担当部署に電話し、送信した旨を連絡すること。

   応募状況や他の応募者に関する情報等については回答しない。

（４）辞退について

   参加意向表明書の提出後、企画提案書等の提出期限までに本プロポーザルへの参加

を辞退する場合は、令和８年２月５日（木）までに「辞退届」（様式第７号）を提出す

ることにより辞退を認める。

提出方法は持参又は郵送（一般書留又は簡易書留に限る。）することとし、郵送の場

合は、提出期限までの必着とする。持参する場合は、事前に１２の担当部署に休日を除

く日の午前９時から午後５時までの間に電話でその旨を伝え、あらかじめ調整した時



間に持参すること。なお、企画提案書を含む一切の提出書類の返却は行わない。

６ 企画提案書等の提出 

参加希望者は、実施要項に基づき作成した企画提案書等を次により提出するものとす

る。

（１）提出期間及び時間

   令和８年１月２２日（木）から同年２月５日（木）までの日（休日を除く。）の午前

９時から午後５時まで

（２）提出場所

   １２の担当部署

（３）提出方法

   持参又は郵送（一般書留又は簡易書留に限る。）することとし、郵送の場合は、提出

期限までの必着とする。持参する場合は、事前に１２の担当部署に休日を除く日の午前

９時から午後５時までの間に電話でその旨を伝え、あらかじめ調整した時間に持参す

ること。

（４）提出書類

ア 参加申込書（様式第３号）

イ 企画提案書（様式第４号）

ウ 法人概要書（様式第５号）

   ※会社の概要・沿革・事業内容等が分かる資料（会社案内のパンフレット等）があれ

ば添付すること。

エ 履歴事項全部証明書 ※応募の３か月以内に発行されたもの

オ 誓約書（様式第６号）

カ 経費見積書（様式任意）

キ その他、企画提案内容の説明に必要な資料

（５）編冊方法

  提出書類はＡ４版縦型フラットファイルに左綴じとし、上記（４）ア～キの様式ごとに

インデックスをつけること。（例：「書類①」等）

  また、フラットファイルの表紙にはタイトルを「総合教育センター公募型プロポーザル

企画提案書類」とし、正本副本の別を表示すること。

（６）提出部数

１１部（正１部、副１０部）

（７）提出に当たっての注意事項

ア 提出期限後は、追加資料の提出、提出された書類等の差替え及び再提出は一切認め

ない。

イ 提出した書類等に虚偽の記載をした場合は、提案を無効とするとともに、虚偽の記



載をした者に対して指名停止を行うことがある。

ウ 副本は、公平性を保つため資料から事業者を特定することができる内容の記述（具

体的な社名やロゴマーク等）を記載しないこと。

７ プレゼンテーションの概要 

（１）実施日

令和８年２月１０日（火）

（２）実施会場

鳥取市総合教育センター第１研修室 鳥取市寺町１５０番地

（３）実施時間

 時間等詳細については、別途連絡する。プレゼンテーションの時間は３０分以内、そ

の後質疑応答を１０分程度とし、プレゼンテーションのための機器セッティング時間

は、この時間に含めないものとする。

（３）プレゼンテーションの方法

当日、新たな資料の提出は不可とし、応募の際に提出した企画提案書に基づき説明

を行うこと。

（４）参加人数

３名以内とし、企画提案書の内容が説明できる者を含めること。

（５）準備物

事務局側では、プロジェクター、スクリーン、ノートパソコン（またはタブレット）

等を準備する。その他プレゼンテーションに必要な設備は、参加者で準備すること。

（６）その他

プレゼンテーション及び質疑応答は非公開とする。また、会社名を特定できるよう

な服装や言動を行わないこと。

８ 審査 

 公募型プロポーザル方式により選考を行う。この選考はあくまで、受託候補者を選考す

るものであり、契約行為ではない。

（１）選定委員会

  企画提案書等について、プレゼンテーション終了後に本プロポーザルに係る審査選定

委員会が別紙「鳥取市ＧＩＧＡスクール運営支援センター運用業務選定基準表」（以下

「基準表」という。）に沿って審査、ヒアリング等を行い、最も優れている提案者を受

託候補者として、契約締結に向けた手続を行う。

（２）審査方法

ア 各委員は、基準表により採点し、得点の総計が最も高い事業者を最優秀提案者とし

て選定する。



イ 得点の総計が同点の場合は、当日出席した選定委員による多数決で最優秀提案者

を決定する。

ウ 複数の事業者から応募があった場合は、第２位の順位以下についても順位を定め

るものとする。

エ 受託候補者と契約締結に至らなかった場合は、次順位の者を新たな受託候補者と

して手続を行うものとする。受託候補者が契約の相手方として決定される前に指名停

止又は契約締結前に排除措置を受けた場合も同様とする。

オ 応募者が１者であっても、本プロポーザルは成立するものとする。

（４）選定基準

別紙「基準表」による。審査の経過・内容に関する問合せには、一切回答しない。

９ 審査結果の通知 

  審査結果は、審査終了後速やかに応募者全員に書面により通知する。

  ただし、審査経過については公表しない。また、審査結果についての異議申し立てにつ

いては受け付けない。

１０ 失格事項 

  本プロポーザルの応募者又は提出された提案書等が、次のいずれかに該当する場合は

失格とする。 

（１）提案書等の提出方法、提出先、提出期限が本要項に適合していないとき。 

（２）提案書等の作成形式等が、本要項に適合していないとき。 

（３）虚偽の申請を行い、参加資格を得たとき。 

（４）プロポーザルの手続の過程で、３の資格要件を満たさないことが明らかになったとき。 

（５）プレゼンテーションに参加しなかったとき。 

（６）提出書類に虚偽の記載があることが明らかになったとき。 

（７）選定委員に対して直接又は間接に接触を求めるなど、審査の公平性を害する行為や信

義に反する行為があったとき。 

（８）受託候補者選考終了までの間に他の応募法人と応募提案の内容又はその意思につい

て意図的に開示、相談をおこなったとき。 

１１ その他留意事項 

（１）提案書の作成、応募等に要する費用は参加者の負担とする。

（２）提出された書類は返却しない。

（３）提出書類は、受託候補者の選考以外の目的では使用しない。



１２ 担当部署 

〒６８０－００５３ 鳥取県鳥取市寺町１５０番地

鳥取市教育委員会事務局 鳥取市総合教育センター （担当：蜂谷・石原）

メールアドレス kyo-center@city.tottori.lg.jp 

電話番号 ０８５７－３６－６０６０


